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【 「311 子ども甲状腺がん裁判」第３回口頭弁論が開かれる】 

    

 

【動画紹介】「311 子ども甲状腺がん裁判」第３回口頭弁論の街宣・記者会見 

https://www.youtube.com/watch?v=TQ3NBQbXQ-Y 

詳しい報告は、裏面をご覧ください。たんぽぽ舎メールマガジン No4625 11月 10日 

から転載しました。たんぽぽ舎⇒ https://www.tanpoposya.com/ 

  

 

 

  

  

原発ゼロへ！金曜ウォーク＠宇部へご参加ください。 

   毎週金曜日 午後 6 時 集合場所：新川橋（ヒストリア宇部 横） 

      原発をめぐる動き、全国の運動など情報交換とアピール 

 

 

https://blog.goo.ne.jp/nonukes2013


25 席の傍聴を求めて 148 人が並ぶ 
         原告本人陳述があと２回認められた 

           11/9、３１１子ども甲状腺がん裁判第３回口頭弁論期日の報告 

                     冨塚元夫（たんぽぽ舎） 

 

◎ 弁護団はこの日の口頭弁論からこの裁判は佳

境に入ったと判断しています。 

 ９時 30分からの裁判所前アピールに参加しま

した。井戸弁護団長から３月 15日の第５回口頭弁

論期日から大法廷での公判が認められたこと、さ

らに今回で最後と通告されていた原告本人陳述が

あと２回認められたと報告されました。 

 

 嬉しいことで、この間の署名運動が効果あった

と思われます。署名運動が意味あったのはよかっ

たですが、毎回これだけ多数の傍聴希望者がいる

のに、大法廷を使わないのははじめからおかしい

と思います。 

 本人陳述についても口頭弁論は４回以降も続く

のですから３人しか認めないのはおかしい判断で

す。弁護団はあと２回認められたので、１月 25日

と３月 15日の口頭弁論で２人ずつ陳述してもら

って７人全員の陳述を実現する計画です。 

 

◎ ９日も 25席の傍聴を求めて 148人が並びまし

た。前回は 157人、第１回目の公判は 220 人が並

びました。わたしは今日抽選で当たったのです 

が、遠方から来ている人に譲りました。 

 アメリカからノーマ・フィールドさんが、京都

からアイリーン・スミスさんと宇野さえこさんが

参加しました。福島からは武藤類子さんほか多数

参加しました。 

 

 ノーマさんは、「40年経った米国スリーマイル

島原発事故でも健康被害が無視されて来たことが

最近わかった。チェルノブイリ原発事故でも小児

甲状腺がんが原発事故の為と 10 年後にやっと認

められた。それは地元の医師たちの長年の努力の

たまものです。専門家が健康被害を否定する日本

は恥ずかしい国だ。」と言いました。「しかし、

沈黙していた子どもたちが立ち上がったことに感

動した」と話しました。 

 

 アイリーン・スミスさんは、水俣から帰って来

たばかりですが、「水俣でも３歳、４歳の時有機

水銀に曝露した人たちがいまだ裁判で闘っている。

また生まれつきの患者がいます。そういう人たち

から『甲状腺がんの闘い頑張って』とメッセージ

をあずかった。甲状腺がんの子供たちは今までに

やったことのないことをやった。わたしたちも今

までにやったことのない行動で応援しよう」と言

いました。 

 

 甲状腺がんの子どもを長年支援してきたあじさ

いの会の千葉さんは、「国も福島県も原発事故の

放射能による健康被害を認めず、被ばくや甲状腺

がんのことを口にするとまだそんなこと言ってい

ると言われて来た。やっと甲状腺がん患者が思い

を話せるようになってよかった。」といいました。 

 

◎ 弁護団によると、今日は被告・東電の主張「被

ばく線量 100 ミリシーベルト以下では癌は発症し

ない、福島の子供たちの被ばく量は少ない」と主

張していることに対し、反論したそうです。 

 今日は岡山大学の津田教授の証言と原因確率と

いう理論で反論したそうです。原因確率はこれま

での公害裁判で取り入れられた理論で、放射能（公

害）に曝露したグループと曝露しなかったグルー

プを比較して、別の理由を除いて当該原因による

発病人が何パーセントいるかという理論で、80％

以上であれば裁判で因果関係が認められたそうで

す。 

この理論にあてはめると、原告７人はすべて

90％以上になるそうです。 

弁護団は今日の口頭弁論からこの裁判は佳境に

入ったと判断しています。 

 

◎ 今日陳述したのは一番無口な女の子です。報

告会で彼女の予行演習の録音を聞きました。毎週

担当の弁護士と会って被ばくした当時のことを少

ずつ思い出して書いたそうです。 

 「友だちと一緒におでんを食べている時、震度

６の地震が起こって、外に出たら外は吹雪だった。

テレビの津波の映像は怖かった。おばさんが放射

能を気にしていたが、わたしは気にしないで友だ

ちと普通に遊んでいた。だんだん不登校になった。

自分は大丈夫と思っていた。 

 健康診断の通知は面倒くさいので無視していた。

３回目の通知で診断受けた。診察の時イライラし

ていた。エコー検査でがんだと思った。 

細胞診の針は痛かった。誕生日に手術した。傷

跡が大きく残った。再発して東京の病院で手術し

た。鼻に付けた管がつらかった。アイソトープ治

療のことは覚えていない。３回目の手術が必要に

なるかもしれないと言われていて不安だ。一緒に

あそんでいた友だちもがんになるかもしれない。

友だちでなくてわたしががんになってよかった。」 

 

        （強調は、引用者） 

 


